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本市では、学校給食においてＳＤＧｓに関わる献立を提供し、ＳＤＧｓにつながる学びを推進する「ＳＤＧｓ

×健康給食」の取組を実施しています。 

このたび本取組の一環として、昨年度に引き続き、化学肥料等の使用を５割以上削減して作った特別栽培米

や、農薬等を使用せずに栽培した神奈川県内産の有機農産物を使用した献立を市立小学校３校の自校献立※１

において「有機農業の日※２」特別期間（11 月 14 日～12 月 14 日）に合わせて提供します。 
 

※１ 自校献立とは、市立小学校において、学校行事や地場産物の活用、地域や児童の実態等、学校の特色を生かした食

に関する指導を行うことなどを目的として実施する学校独自の献立で年２回提供する給食です。 

 

１ 目的 

給食を通じてＳＤＧｓの学びを推進する「ＳＤＧｓ×健康給食」の取組の一環として、各学校独自の献立

を提供する自校献立において、特別栽培米や有機農産物を使用することをきっかけとして、環境保全や地産

地消について児童が考える機会を創出することを目的としています。 

 

２ 給食提供校及び提供予定日等 

給食提供校 提供予定日 
献立（予定） 

使用する農産物 

川崎市立長尾小学校 

（多摩区長尾 7-28-1） 

11 月 11 日 

（火） 

・ごはん 

・韓国風味つけのり 

・長尾っ子応援ぎょうざ 

・かわさきそだちのわかめスープ 

・りんごシャーベット 

・牛乳 

・特別栽培米 

・にんじん 

 

 

 

 

川崎市立東生田小学校 

（多摩区枡形 4-9-1） 

11 月 14 日 

（金） 

・カツカレー 

（ごはん、メンチカツ、カレー） 

・ボイル野菜 

・和風ごまドレッシング 

・はっこう乳 

 

・特別栽培米 

・にんじん 

 

 

 

川崎市立宿河原小学校 

（多摩区宿河原 2-1-1） 

12 月５日 

（金） 

・米粉ロールパン 

・ハンバーグ 

・ボイル野菜 ・ドレッシング 

・ポタージュ 

・はっこう乳 

※献立検討中 

使用する野菜に

ついては検討中 

 

 

 

３ 使用する特別栽培米の納入業者及び有機農産物の生産者 

 特別栽培米 有機農産物（野菜） 

生産者等 

（納入業者） 
JA セレサ川崎 株式会社 いかす 

所在地 川崎市宮前区宮崎２丁目１３－３８ 神奈川県平塚市出繩 764 番 1 

使用する 

農産物 

【２校で使用】 

・特別栽培米 
 
富山県産 

こめ自慢コシヒカリ 
宮城県産 

ひとめぼれ 等 
 

【３校で使用】 
・にんじん 
 その他野菜 

 
 

 
 
 

ＳＤＧｓ×健康給食 
学校給食で特別栽培米・有機農産物を使用した献立を提供します︕

※下線の献立で使用 

特別栽培米の例 
株式会社いかす 

が運営する農場（平塚市） 

 
・開校記念日お祝い給食として提供 
・５年生は総合的な学習の時間 
「長尾フードプロジェクト」で有機農産物等 

について学習 

 
60 周年をお祝いして６年生が 

 総合的な学習の時間 「みんなみんな満足  
思い出給食プロジェクト」の中で献立を考案 

 
 

 
５年生が 

 総合的な学習の時間で有機農産物等 
について学習予定 



４ 給食提供に関する取材対応について 

・取材については、以下の日時・学校において対応します。 
 日時 令和７年 11 月 11 日（火）12 時 15 分〜13 時 00 分 
 学校 川崎市立長尾小学校（多摩区長尾 7－28－1） 
・取材希望の方は 11 月 10 日（月）午後５時までに取材申込みフォームで申込ください。 
【取材申込みフォーム】 
https://logoform.jp/form/FUQz/1295361 

※当日は 12 時 00 分までに来校してください。なお、来校にあたっては公共交通機関を御利用ください。 
※当日の児童等への取材・撮影にあたって学校運営に支障のないよう取材対象の学級等を指定させていただきますので、

あらかじめ御了承ください。 
※当日に発熱、風邪症状がある方は取材を御遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 「有機農業の推進に関する法律」（通称：有機農業推進法）
が成立してから 10 周年を記念し、2016 年に、一般社団
法人 次代の農と食をつくる会により、12 月 8 日が「有機
農業の日」として制定されました。  有機農業とは、化学肥料や化学農薬を原則使わず、可能
な限り環境に配慮した栽培方法であり、土壌環境や生物の
多様性など農業生態系を守ることにつながります。 

「学校給食での有機農産物等の利用」、「有機食品の販売
促進の取組」を推進するため、今年度は、令和７年 11 月
14 日（金）～12 月 14 日（日）を特別期間とし、各地で
農業体験イベントやマルシェの開催、メニューの提供など
の取組が行われる予定です。 
（農林水産省 HP 参照） 
 
 

【問合せ先】 
川崎市教育委員会事務局健康給食推進室 小田 

電話 044-200-2158 
 

https://logoform.jp/form/FUQz/1295361

